
１） 電子申請システムの構築 インターネットを利用して自宅から
24時間のノンストップで情報サービ
スが受けられる電子申請システム
の構築を図ります。
　現在、システム構築の負担軽減
と科用者の利便性向上のための手
続きなどの標準化を図ることを目
的に、府の指導により府内市町村
の共同アウトソーシングによる電子
申請などのシステムの導入につい
て検討が進められており、本町もこ
れに参加して電子申請などのシス
テム共同利用を検討します。

・いつでも自宅から申請や手続き
が可能になることにより、住民の利
便性が向上する。
・共同アウトソーシングに取り組む
ことにより、システム構築の負担軽
減が図れる。

２） 住基系システムの再構築（住民記
録、印鑑、外国人登録、国民健康
保険資格、年金資格、下水道利用
など）

住基系システム（住民記録など）
は、住民情報の基本となるもので
あることから、正確かつ統一的に管
理することにより、行政事務遂行の
基礎資料として行政事務の合理化
と住民サービスの向上をめざしま
す。
　現在、システム構築の負担軽減
と利用者の利便性向上のための手
続きなどの標準化を図ることを目
的に、府の指導により府内市町村
の共同アウトソーシングによる電子
申請などのシステムの導入につい
て検討が進められており、本町もこ
れに参加して電子申請などのシス
テム共同利用を検討します。

・住民の利便を増進し、窓口混雑
の緩和、申請手続きの簡素化など
を図る。
・必要なシステム改修を柔軟に行う
ことで、制度改正に即応する。
・共同アウトソーシングに取り組む
ことにより、システム構築の負担軽
減が図れる。

３） 総合窓口接客支援システム（ナビ
システム）の機能強化・充実

既存の業務システムによる情報処
理の迅速かつ質の高い住民サービ
スの提供により、渡り歩きをなくす
とともに、待ち時間の短縮化に努め
ます。また、既存の業務システムの
改良やシステム間の連携などによ
り、総合的な窓口サービスの充実
を図ります。

・窓口の一元化により一個所で手
続きが完了し、住民の利便性が向
上する。
・オンライン化によって一元的な処
理が行われ、業務の効率化が図れ
る。

４） 各種公共施設での総合行政窓口・
相談機能の強化

　身近な公共施設での総合行政窓
ロ業務が求められている中で、本
庁各課と各種公共施設間でイント
ラネットを利用した画像・音声のシ
ステムを用いて、住民が画面上で
本庁の職員と気軽に相談できる環
境を築き、利便性の高い窓口案内
を推進します。
　各種公共施設に設置された端末
で、本庁の担当者とテレビ会議（電
話）機能などで対話しながら、行政
サービスを受けるための手続確認
や相談、あるいは、地域の特色あ
るまちづくりを推進していくための
アドバイスなど、今後、各種公共施
設で行う業務内容を見極め、シス
テムを検討します。

・身近な公共施設で行政手続きと
相談ができることにより、住民の利
便性が向上する。
・各公共施設の効率化などが図れ
る。

５） 郵便局、コンビニエンスストアなど
との連携

インターネットや役場以外に、住民
の身近なサービス窓口として、郵便
局、コンビニエンスストアなど、住民
にとって利便性の高い窓口との連
携について検討します。

役場の窓口取り扱い時間に関係な
く、窓口まで出向かなくても、行政
サービスが利用でき、住民の利便
性が向上する。

６） コールセンターの設置 　住民が、いつでも簡単に自分に
合った方法（電話、ファクス、電子
メールなど）で、町への問い合わせ
を一度で済ませることができるよう
に、案内や相談業務の総合案内を
行うコールセンターの設置を検討し
ます。
　コールセンターに蓄積された問い
合わせ情報や回答案内を、ホーム
ページ上で提供します。

・問い合わせを一度で済ませること
により、住民の負担が軽減される。
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43.3

① 窓口サービスの高度化・
情報化の促進

くらしのサービス
の充実

基本目標 施策体系

住民の生命・人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進

情報化施策
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

７） ICカードの有効活用の検討 　国における、ICカード（住基カード
など）の利用動向などを踏まえ、公
的分野における連携ICカードを活
用し､住民が便利だと実感できる
サービスの実現に向けて検討を行
います。

証明書の交付、検診、健康診断の
申し込み、公共施設の予約など公
的分野におけるさまざまなサービス
に連携ICカードを活用することがで
き、住民の利便性が図れる。

８） 町民カード管理システムの運用 　町民力―ド登録者に関しては、自
動交付機による証明書発行や図書
の貸し出し、町内施設の利用など
各種サービスのデータベース管理
の業務推進に努めます。

・一枚の町民カードで、証明書等自
動交付機利用と各種サービスの利
用ができ、住民の利便が図れる。
・個人のカード保有の有無、住基異
動事由などが即時に確認できる。

９） 税システムの運用
住民税（個人・法人）、固定資産
税、軽自動車税、国民健康保険税
などのデータを管理し、正確な課
税、迅速な照会・証明書発行・各種
調査表作成を行うことで、事務の合
理化や省力化などをめざします。

事務の合理化や省力化など、住民
サービスの向上が図れる。

１） 広報誌とホームページとの連携強
化

　広報誌とホームページとの連携
強化や役割分担を図り、わかりや
すい情報提供に努めます。ホーム
ページのリアルタイム性を有効に
活用し､即時性･緊急性が求められ
る情報の迅速な提供に努めるとと
もに、広報誌では紙面の制約で掲
載できない情報についても掲載す
ることにより情報提供の充実に努
めます。

　住民に最新の行政情報を提供す
ることにより、住民の町政への関心
が高まる。

２） ホームページの機能強化・充実 　ホームページに掲載した情報を
容易にわかりやすくし、使いやすい
ページの構成に努め､ユニバーサ
ルデザイン化や携帯電話への対応
など、ホームページ機能の強化を
図るとともに、それぞれの情報の質
と量を充実し、積極的なホームペー
ジによる情報提供に努めます。

　ホームページの使いやすい表示
やユニバーサルデザイン化により
住民が求める行政情報が容易に
得られる。

３） 高速情報通信網やケーブルテレビ
網の活用

　高速情報通信網やケーブルテレ
ビ網の普及により、住民向けのさま
ざまな情報サービスの提供が可能
となります。住民に身近な地域情
報の提供のぼか、町政情報の提
供、議会中継などが可能となり､住
民の行政への参画意識の向上が
期待できます。
　また、ケーブルテレビ網はデータ
通信も併用でき、庁舎や各施設を
結ぶ行政イントラネットヘの活用も
図れます。
　今後、導入にあたっては、町内に
おけるケーブルテレビの普及の状
況や既設網との連携などを勘案し
ながら進めていきます。

　高速情報通信網やケーブルテレ
ビ網を活用して町政情報や議会中
継などの情報提供により、町政へ
の関心が高まり、住民の町政への
参加が期待できる。

４） キオスク端末機の設置 　住民の利用度が高い駅や公共施
設などに、行政情報を案内するキ
オスク端末機の設置を図り、情報
機器を持たなくても身近なところで
電子的行政情報サービスが受けら
れるよう努めます。
　将来的には、電子申請などのシ
ステムとの連携も図り、ノンストップ
サービス端末機への機能強化も検
討します。

　住民の行政情報を受ける手段が
広がることにより、利便性が増す。

５） マイページ作成、アラートメール配
信機能システムの整備

　ホームページによる情報提供の
充実と合わせて，特に利用者がほ
しい最新情報を受け取ることができ
るシステムの構築が求められてお
り、利用者自身が必要な情報を取
捨選択できるマイページ作成機能
やアラートメール配信機能の整備
を図ります。

　高齢者の介護に関する情報や子
育て支援の情報など、住民が必要
とする情報が提供できる。

１） 電子入札システムの導入 　公共事業の入札情報や開札・落
札処理の手続きの透明性と迅速化
を図るとともに、多様な入札制度の
採用を可能にする電子入札システ
ムを導入します。
　現在、京都府では、独自で開発さ
れたシステムを試験運用している
段階で、今後、本格運用を経て、府
内市町村へのシステム貸与を検討
されています。
　システムの独自開発は、莫大な
費用を要することと、入札参加者の
システム利用に対する混乱が危惧
されるため、府、近隣市町村との共
通システムの構築などを検討しま
す。

　より競争性の高い入札方法を採
用することができ、情報公開の迅
速化と事務の省力化につながる。
また、入札参加者の移動コストなど
が不要になり、コスト縮減につなが
る。

多様なメディアを活用した
リアルタイムな情報提供
の推進

43.8

②

③ 登録・申請など各種手続
き業務の高度化
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

２） 電子申請システムの構築【再掲】 　インターネットを利用して自宅から
24時間のﾉンストップで情報サービ
スが受けられる電子申請システム
の構築を図ります。
　現在、システム構築の負担軽減
と利用者の利便性向上のための手
続きなどの標準化を図ることを目
的に、府の指導により府内市町村
の共同アウトソーシングによる電子
申請などのシステムの導入につい
て検討が進められており、本町もこ
れに参加して電子申請などのシス
テム共同利用を検討します。

・いつでも自宅から申請や手続き
が可能になることにより、住民の利
便性が向上する。
・共同アウトソーシングに取り組む
ことにより、システム構築の負担軽
減が図れる。

３） 住基系システムの再構築（住民記
録など）【再掲】

　住基系システム（住民記録など）
は、住民情報の基本となるもので
あることから、正確かつ統一的に管
理することにより、行政事務遂行の
基礎資料として行政事務の合理化
と住民サービスの向上をめざしま
す。
　現在、システム構築の負担軽減
と利用者の利便性向上のための手
続きなどの標準化を図ることを目
的に、府の指導により府内市町村
の共同アウトソーシングによる電子
申請などのシステムの導入につい
て検討が進められており、本町もこ
れに参加して電子申請などのシス
テム共同利用を検討します。

・住民の利便を増進し、窓口混雑
の緩和、申請手続きの簡素化など
を図る。
・必要なシステム改修を柔軟に行う
ことで、制度改正に即応する。
・共同アウトソーシングに取り組む
ことにより、システム構築の負担軽
減が図れる。

４） 戸籍総合システムの再構築 　戸籍にかかわる身分行為に関す
る記録を、迅速かつ正確、安全に
管理し、相続税・犯歴・人口動態調
査・理(火)葬許可など関連業務の
一元化や、住民基本台帳システム
との連携による事務の合理化と住
民サービスの向上をめざすため、
新たなシステムの構築を図ります。

・複雑な業務が迅速かつ正確に処
理でき、膨大な書類の保管・整理
が安全で確実に管理できる。
・ネットワークや交付機利用を見据
えた機器を導入することにより、将
来性のあるシステムの運用が図れ
る。
・マルチサポートの導入により、煩
雑な更新作業が遅れることなく、簡
素になる。

５） コンビニエンスストア等収納システ
ムの構築

　単身者、共働き世帯など昼間不
在家庭の増加に加えて、金融機関
などでの納税機会に限りがあること
や、地方税収納事務の民間委託が
地方自治法施行令の改正により可
能となったことから、納税者の納税
機会の充実を図る必要が出てきて
います。
　こうした状況を踏まえて、町税・国
民健康保険税のコンビニエンススト
アなどでの収納を可能とする収納
システムの構築を図ります。
　また、そのほかの料金などの収
納を伴う業務につきましても、コン
ビニエンスストアなどでの収納の利
用を検討します。

　納税機会・収納窓口の拡大によ
り、納期内納付の増加や滞納の減
少が期待できる。

６） 分割納付のシステム整備 　納期内に納付できない方の分納
を管理し、分割納税者や滞納者か
らの相談や納付書発行をスピー
ディに行い､収納率の向上をめざし
ます。

　収納率の増加や滞納の減少が期
待できる。

７） 税申告手続きの電子化構築 　地方税の申告手続きの電子化に
関しては、納税者の負担軽減、税
務行政の効率化などの観点から、
添付書類や認証などに課題がある
ものの、国が示す実施手順に基づ
き検討していきます。

納税者の負担軽減、税務行政の効
率化などに期待できる。

８） 電子投票システムの導入 　電磁的記録式投票機を用い、こ
れまでの紙媒体による自書式から
電子方式へと転換する電子投票シ
ステムの導入を検討します。
　現在、電子投票は公職選挙法に
より地方公共団体の議員および長
の選挙に限られていますが、将来
的には国政選挙に拡大される可能
性があります。
　システムの独自開発は、莫大な
費用を要することや、運用面でのノ
ウハウが少ないこと、トラブル事例
が多発していることなどが考えられ
るため、府、近隣市町村との共通
システムの構築などを念頭に検討
します。

　疑問票の減少などによる作業の
スピードアップや正確性が向上し、
開票事務の迅速化により、開票結
果が有権者に速やかに周知でき
る。

42.9
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

９） 投票所電子受付・確認システムの
導入

　投票所入場券にバーコードを付
番し、これを電子的に読み取り照
合することにより、投票所事務の迅
速性を高める投票所電子受付・確
認システムの導入を図ります。

　投票所事務の迅速化と省力化が
図れ、円滑な投票所の運営ができ
る。

10）期日前投票等投票管理システムの
導入

選挙人名簿を磁気ディスクによって
調整し、投票権や投票の有無など
を管理できるシステムの導入を図り
ます。

　投票の受付、投票の有無や不在
者投票の請求中などの対応に迅速
化と省力化が図れ、円滑な投票の
運営ができる。

11）電子調達（入札・契約等管理）シス
テムの導入

　公共工事の入札や契約の適正化
の促進に関する法律において、各
発注者が取り組むべきガイドライン
（努力目標）の一つとして、入札・契
約のＩＴ化の推進があげられてお
り、入札・契約事務の透明性、迅速
化のために、本町においても積極
的に取り組んでいきます。

・入札・契約のＩＴ化の推進が図れ、
入札・契約の適正化がより一層図
ることができる。
・情報公開の迅速化と事務の省力
化につながる。

12)土木積算システム更新・充実 　町主体の工事積算を行うための
土木積算システム（京都府構築）の
機器を更新する。

直接的に住民に利便を供するシス
テムではないが、現在の機器は１０
年経過し、安定稼動に不安がある
ことから更新を予定するものです。
システムが稼動しないと日常的な
業務に支障が生じます。

13)町営住宅管理システム更新・充実 　町営住宅のメインテナンス、居住
者、家賃等の管理システムを更新
する。

　現行のシステムは平成10年から
稼動しており、利用限度を超えてい
るためハードウエアの更新が必要
である。更新のため、効果というの
は特に表現できない。

１） 総合文書管理システムの構築 文書の起案、決裁、施行、保管、保
存の一連の流れを電子化する総合
文書管理システムの構築を検討し
ます。
　現在、システム構築の負担軽減
などの目的で、府の指導により府
内市町村の共同アウトソーシング
による文書管理などのシステムの
導入について検討が進められてお
り、本町もこれに参加して文書管理
などのシステム共同利用を検討し
ます。

　文書の起案、決裁、施行、保管、
保存の一連の流れを電子化するこ
とにより、文書量の削減、即時性、
情報の共有化、検索性の向上によ
り、行政事務のスリム化と効率化
が図れる。

２） 委託成果物などの電子媒体による
納品の推進

　調査、設計などの各業務の成果
物を、現状の紙媒体から電子媒体
での引き渡しに移行します。電子媒
体（ＣＤ一Ｒなど）に関しては、資料
ごとにファイルフォーマットを指定
し、これら情報、資料を次の工事計
画や維持管理に活用します。

・電子媒体での納品は保管場所の
省スペース化か図れるとともに資
料の保存性が高まる。
・計画、維持管理の際に素早く、適
正な計画、維持管理が図れる。

３） 町有建築物のデータ化 　町有建物の適正な維持保全のた
めに、規模、構造などの図面や建
物履歴をデジタル化し、ＣＡＤデー
タとして保存整理します。

　必要な建物カルテが迅速に取り
出せることにより、異常時の適正な
対応や事務の省力化、計画的な維
持修繕に役立てることができる。

４） 統合型地理情報システムの構築 　これまでに蓄積した地図データを
基本に紙ベースの台帳から地図情
報のデジタル化を進め、これらのデ
ジタル化された地図データの一元
管理を行う共有空間データベース
作成して、統合型地理情報システ
ムを構築します。
　さらに、この空間データを全庁的
に共有して、道路、上・下水道、
税、福祉､教育、環境、防災などへ
地図情報を活用し事務の高度化を
進めるとともに、ウェブ上へも地図
を背景とした行政情報の提供を進
めます。
　現在、システム構築の負担軽減
などの目的で、府の指導により府
内市町村の共同アウトソーシング
による統合型地理情報などのシス
テムの導入について検討が進めら
れており、本町もこれに参加して統
合型地理情報などのシステム共同
利用を検討します。

・紙ベースの台帳管理からデジタル
化を図ることで、データの更新、維
持管理が容易になるとともに、地理
データを共有することにより業務の
効率化や省力化につながる。
・地図データをウェブ上に公開する
ことで、住民の各種学習やまちづく
りに対する関心を高めることができ
る。

５） 例規集データベースシステムの推
進

　町例規集の収録内容をデータ
ベース化し、町例規情報をインター
ネットなどにより広く発信していま
す。

　データベースシステムの各種機
能を利用することにより、例規集の
有効利用や例規執務の効率化、迅
速化や正確性の向上を図るととも
に、広く住民などに対して公開でき
る。

41.7

行政資源の電子化の促
進

④
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

１） 防災情報提供システムの構築 国・府や公共メディアが発信する警
戒や注意を払うための情報を的確
に把握し、インターネットによりパソ
コンや携帯電話などへ瞬時に情報
を伝えるシステムの構築を検討し
ます。

　システムを構築することで的確な
情報を瞬時に広く伝えることがで
き、住民の防災意識の高揚や被害
の予防と拡大防止につながる。

２） 災害情報提供システムの構築 　災害発生時に、収集される被災
状況などの情報を地図上に整理
し、その状況をインターネット網や
ケーブルテレビ網を通じて住民に
提供するシステムの構築を検討し
ます。

　システムを構築することで的確な
情報を瞬時に広く伝えることによ
り、被害の拡大を抑えることができ
る。

３） 行政ネットワークの構築 　災害発生時に小中学校などの公
共施設のほか、コンビニエンススト
アなどを含めた避難所への避難者
の情報収集や、災害対策本部から
の支援業務の指示を適切かつ迅
速に行うため、避難所と災害対策
本部との情報ネットワークの構築を
進めます。

避難所と災害対策本部との情報
ネットワークの整備により、的確な
避難所の支援が可能になる。

４） 防犯情報提供システムの構築 　警察や関係機関と連携を図り、犯
罪発生などの情報をインターネット
によりパソコンや携帯電話などへ
瞬時に情報を伝えるシステムの構
築を検討します。

　システムを構築することで的確な
情報を瞬時に広く伝えることがで
き、住民が安心して日常の生活が
営める。

⑥ 人権侵害などの啓発推進
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１） 情報化における人権教育の推進 　人権センターが中心となって、イ
ンターネット利用にかかる電子掲示
板の書き込みやインターネットメー
ルの送信に関して、インターネット
利用マナーやエチケット向上、電子
上の著作権の保護に関する情報
化の教育を進めます。

・インターネット利用上のマナーや
エチケットが向上することにより人
権意識の高揚が図れる。
・インターネット利用上の著作権の
保護が図れる。

１） ホームページの機能強化・充実【再
掲】（環境情報）

　ホームページ上に町内河川の水
質状況、ごみ処理量、リサイクル状
況、大気状況など、町内のさまざま
な環境にかかわる情報をタイム
リーに提供し、住民に自然の大切
さや恩恵を認識してもらい、エコラ
イフを推進します。

住民の身近な環境問題への関心
が高まり、住民自ら環境への負荷
の少ないまちづくりやライフスタイ
ルの変革、各種事業のあり方を考
えてもらうことにより、住民の具体
的行動に結びつくこととなる。

２） ｢ひろげよう リサイクルの輪｣ネット
開設事業

ホームページ上に電子版の「ひろ
げよう　リサイクルの輪」（ゆずりま
す・ゆずってください）を開設し、使
用できる物のリサイクル活動を推
進します。

物を大切にし、再利用する活動が
高まり、家庭内の不用品がごみに
なるのが防げ、その結果、排出さ
れるごみの減量にもつながる。

３） ごみ収集日お知らせメールサービ
ス事業

ごみ収集日をパソコンや携帯電話
のメール機能を使い、通知するメー
ル自動配信サービスを検討しま
す。
　通知を希望する住民にメールアド
レスと居住地の収集場所を登録し
てもらい、収集日の前日夕方や当
日朝に、燃えるごみ、プラスチック
類、金属類などの収集日をお知ら
せするメールを送信します。

収集日が的確に伝わり、ごみの出
し忘れの防止と出し間違いが減
る。

１） 電子健康手帳システムの活用 　健(検)診のデータを経年的に管
理し、保健事業の展開に役立てる
とともに、経年的な健診データを電
子健康手帳システムに活用して、
ウェブ上へも住民の健康管理情報
の提供を進めます。

・健診の事務業務が簡略化され、
業務の効率化が図れる。
・個人情報を含めた情報の管理が
より正確にできる。

２） 地域保健福祉情報の相互利用シ
ステムの構築

すべての住民が健やかで心豊かに
安心して暮せる社会を築くために、
健康・福祉サービスの利用情報な
どを一元化することにより、関係課
が情報を共有し相互連携を図るこ
とができるI情報システムを構築し
ます。高齢者などの福祉・保健情
報など、住民の健康福祉の向上に
役立てるために活用します。

関係課の保有する情報の一元化
により、住民への対応が一貫して
行え、サービス利用などにかかる
相談の円滑化、効率化が図れるこ
とによって、スムーズなサービスの
提供が行える。

３） 診療報酬明細書（レセプト）の電子
審査・請求システム導入

　医療機関からの請求書となる診
療報酬明細書（レセプト）について、
電子媒体による請求に対応するた
め、電子審査・請求システムの導
入を検討します。

電子審査と電子請求により、事務
の効率化とレセプトの保管費用が
削減できる。

6.3

66.7

生活情報ネットワーク化
の構築とエコライフの推
進

⑦

防災・防犯などの情報化
と安全システムの構築

⑤

① 健康・福祉・医療管理シ
ステムの構築

保健・福祉・医療
サービスの充実

(2
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

４） 老健・福祉医療システム、老人保
健システム、後期高齢者医療制度
システムの運用

　老人保健法に基づき住民の老後
における健康の保持と適切な医療
の確保を図るため、医療費の支
給、入院時食事療養費の支給、特
定療養費の支給、老人訪問看護療
養費の支給、移送費の支給、高額
医療費の支給、並びに医療の実施
に係る費用負担が公平にされるた
めの管理を行います。

資格管理や給付管理において、高
額医療費の支給など迅速な事務処
理ができる。

５） 老健・福祉医療システム、老人医
療システムの運用

65歳以上の高齢者・母子父子家庭
の児童、母父・障害者・乳幼児の健
康保持と福祉向上のため、医療費
の助成を行います。

各制度の資格管理や給付管理に
おいて、迅速な事務処理ができる。

６） 健(検)診お知らせメールサービス
事業

健（検）診の申し込み受付や実施
日をパソコンや携帯電話のメール
機能を使い、通知するメール自動
配信サービスを検討します。
　通知を希望する住民にメールアド
レスを登録してもらい、受付確認や
実施日をお知らせするメールを送
信します。

・情報が的確に伝わり、受診率が
向上する。
・はがきで発送するよりも、安価で、
確実に周知できる。

７） 各種事業申込受付システムの構築 　町が主催する健（検）診や講座な
どの案内情報や応募受付などをイ
ンターネットから行えるよう、システ
ムの構築とホームページの作成を
検討します。

　健（検）診や講座などの情報が容
易に取得でき、健（検）診や講座な
どへの申し込み状況が即時確認で
きるなど、利用者などの利便性が
向上するとともに、受付問い合せ事
務の効率化が期待できる。

８） 介護保険事務処理システムの運用 　40歳以上の方に係る介護保険事
業の資格管理から､保険料の賦
課・徴収や要介護認定・介護給付
を行います。

　介護保険事務処理の効率化につ
ながり、対象者に対する利便性を
図れる。

９） 地域生活支援システムの運用 デイサービス、移動支援、日中一
時、訪問入浴などのサービスの受
給者、実績の管理を行う。

介護保険事務処理の効率化につ
ながり、対象者に対する利便性を
図れる。

② 介護・医療情報のネット
ワーク化

0

１） 福祉総合窓口サービスシステムの
導入

　住民の相談に応じる「福祉相談窓
ロサービス」、福祉サービスの申請
をまとめて受け付ける「申請窓ロ
サービス」、ホームページを通じて
住民に福祉サービスを案内する
「福祉案内サービス」の機能を持
つ、福祉総合窓口サービスシステ
ムの導入を検討します。
　また、サービス提供事業者や地
域のボランティア団体、ＮＰＯ法人
などの福祉における生活支援機関
情報を提供し、総合的な福祉の
ポータルサイトとしての機能強化も
検討します。

多様化した福祉サービスを効果的
に利用できることにより、高齢者な
どが地域で安心して暮らせる。

１） ホームページの機能強化・充実【再
掲】（子育て情報）

ホームページに、子どもの保育・健
康・教育や子どもの制度に関する
総合的な窓口をつくり、まとめて情
報提供を行い、子育て家庭を支援
します。

子育て家庭に必要なあらゆる情報
を提供することにより、子育ての不
安軽減や活動範囲の拡大が期待
できる。

２） 乳幼児健診などお知らせメール配
信システムの構築

子どもの氏名・生年月日などを登
録することにより、年齢に応じて必
要な健診日・予防接種日などの情
報をメールで提供する自動配信シ
ステムの構築を図ります。

子どもの成長に応じた健診などを
忘れずに受診でき、子育ての負担
軽減が期待できる。

３） 各保育施設での子育て相談機能
の強化

身近な保育施設でインターネットを
利用した画像・音声のシステムを用
いて、医師などと気軽に相談できる
環境を築き、利便性の高い窓口案
内を検討します。

・身近な保育施設で相談ができるこ
とにより、住民の利便性が向上す
る。
・各保育施設の効率化などが図れ
る。

４） 放課後児童クラブ支援システムの
構築

放課後児童クラブヘの入所手続き
や登録台帳の電算処理化を検討し
ます。

事務の効率化と入所児童の電算
管理を行うことができる。

５） 母子保健事業における健康づくり
システムの構築

母子保健における保健指導、訪問
指導、健康診査などから母子健康
づくりに関して一貫したデータ管理
を行い、健やかな母子の育成をめ
ざします。

　一貫した健康管理システムをつく
ることで、各個人の健康を経年的
に捉えていくとともに、統計処理や
分析を行うことで、地域全体の母子
保健に関する健康課題が明確にな
る。

50
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2 ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成

安心子育て情報システム
の構築
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

１） 精華町情報教育推進委員会開催
事業

児童生徒の情報活用能力の育成
や、「わかる授業」の実現にむけて
のコンピュータ活用に関する研究
開発・研修・情報交換を行うため、
「精華町情報教育推進委員会」開
催事業を実施します。

各校でのコンピュータの有効活用
についての情報交換を通して、より
広い視点での活用推進や情報教
育の充実が図れる。

２） 小中学校教育用コンピュータ整備
事業

小中学校における教育用コン
ピュータの設置を１学校あたりの２
０台体制から４０台体制で配備しま
す。
　また、インターネットを利用した教
育用素材や動画配信機能の活用
と、小中学校における情報教育と
の継続性の図れるソフトの利用を
進めます

教育用コンピュータの増設により、
生徒一人当たりの操作時間が増
え、充実した情報教育ができる。

３） 行政ネットワークの構築【再掲】 小中学校と教育委員会は、教育機
関イントラネットワークにより結ばれ
グループウェアを利用して相互の
連携に努めています。
　今後、教育機関イントラネットワー
クと本庁庁内イントラネットワークと
の接続により、庁内各課と小中学
校との情報の交流を推進します。

　教育機関イントラネットワークと本
庁庁内イントラネットワークとの接
続により、庁内各課と小中学校と
の情報の交流ができる。

１） 校内ＬＡＮ整備事業 小中学校の校内ＬＡＮの整備によ
り、すべての教室からインターネッ
トにアクセスが可能となり、電子
メールなどを活用した学校と保護
者、地域社会との連絡体制の充実
を図ります。

絡体制の充実により、学校と保護
者､地域社会との連携が強まる。

２） 小中学校ホームページの充実 各小中学校のホームページを充実
し、学校での活動情報を掲載して
保護者や地域へ発信します。情報
掲載を児童や生徒の情報教育の
一環として進め地域に発信すること
により、地域に開かれた教育と学
校づくりを進めます。

学校における活動情報を積極的に
提供することにより、保護者や地域
住民の学校への理解が深まる。

１） バーチャルミュージアム開設事業 町内にある文化財・歴史資料を住
民や研究者など、だれもが簡単に
資料を閲覧できるようデータベース
化を行い、バーチャルなミュージア
ムを開設します。

・デジタル化により、資料の損耗が
抑えられ、また所蔵者などの基本
データの整理が容易になる。
・資料のデータベース化により、生
涯学習や学校教育などへの情報
提供が容易になり、郷土学習やふ
るさと意識の高揚が図られる。

２） 公共施設予約システムの拡充 　現在、町の公共施設の空き情報
をインターネットで提供し、同時に
仮予約できるサービスの提供を
行っています。
　今後は、システム構築の負担軽
減と利用者の利便性向上のための
手続きなどの標準化を図ることを
目的に、府が進めている府内市町
村の共同アウトソーシングによる公
共施設予約などのシステムの導入
について検討が進められており、
本町もこれに参加して公共施設予
約などのシステム共同利用を検討
し、携帯電話や電話（自動音声応
答）などから申し込めるように、
サービスの拡充を図ります。

　インターネットのほか、携帯電話
などの活用により、いつでも、どこ
でも空き情報の確認と利用予約が
できるようになり、利用者の利便性
の向上と利用率の向上が期待でき
る。

３） 図書館資料予約システムの整備 　図書館資料の予約を自宅などか
ら、インターネットで「いつでも好き
なときに」できるように、図書館情報
システムを更新して、２４時間受け
付けできるように整備を図ります。
　また、予約システムと合わせて、
図書資料に関する質問についても
電子メールで受け付け、回答できる
電子メール・レファレンスのシステ
ムを構築し、利用者の利便性の向
上を図ります。

　２４時間、図書資料の予約や質問
を受け付けることにより、利用者の
利便性の向上が図られ、利用者の
拡大が期待できる。

４） 生涯学習ネットの構築 　自宅や公共施設から、インター
ネットを活用し、生涯学習に関する
情報（講座、指導者やボランティア
などの人材、施設、団体やサーク
ルなど）や案内などの充実を図ると
ともに、ご講座などの申し込みや施
設への使用予約などの申し込みを
行えるよう、インターネット上に生涯
学習ネットの構築を検討します。

住民が生涯学習に関するさまざま
な情報を総合的に人手でき、行政
においては生涯学習に関するニー
ズの把握を容易にすることで、住民
の生涯学習への意欲、関心度の向
上につながる。また、そのことによ
り、広域的なコミュニケーションが
促進される。

75

75

35.7

③ 活発な生涯学習推進の
ための情報化促進

地域・学校・ＰＴＡの情報
の共有化と相互交流、学
習連携

②

小中学校における情報化
の充実

①(1 教育・文化の情報
化
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

５） 各種事業申込受付システムの構築
【再掲】

町や町教育委員会が主催するイベ
ントや講座などの案内情報や応募
受付などをインターネットから行え
るよう、システムの構築とホーム
ページの作成を検討します。

イベントや講座などの情報が容易
に取得でき、イベントや講座などへ
の申し込み状況が即時確認できる
など、利用者などの利便性が向上
するとともに、受付問い合せ事務の
効率化が期待できる。

① 中小企業の情報化支援

100

１） ホームページの機能強化・充実【再
掲】（産業情報）

インターネットを活用して､町内企業
の技術などに関する情報発信、産
業振興の支援メニュニや地域の産
業統計など、各種産業関連の情報
提供に努めます。
　また、町内への企業誘致を図る
ため、関西文化学術研究都市内の
土地情報や最新の立地企業情報
など、情報提供の充実を図ります。

町内の産業支援情報や地域の企
業の関連情報や遊休地の情報な
どを集約して発信することにより、
町内産業の活性化が期待できる。

１） 精華名産バーチャルショップ開設
の推進

インターネットを活用して全国に精
華町の特産加工品などの名産をＰ
Ｒし、あわせて販売を行うバーチャ
ルショップの開設を推進します。

全国に精華町の名産品を情報発
信することにより、地場産業の活性
化が期待できる。

２） ホームページの機能強化・充実【再
掲】（観光情報）

ホームページを使って、観光施設
やイベントなどを全国に発信するこ
とにより、観光や物産ＰＲの情報提
供に努めます。

町内の観光・イベント関連などの情
報発信を積極的にすることで、商
業などの活性化が期待できる。

３） (仮称)精華散策ナビ事業 町内の駅などで、観光客に対してＧ
ＰＳ機能付き携帯電話を貸与して、
町内の名所や史跡など観光施設
の道案内と情報提供を行うことを
検討します。

利便性の高い観光情報の提供に
より、滞在型の観光客の増加が期
待できる。

４） ライブ映像配信システムの推進 　ホームページにおいて、精華町の
四季折々の姿や催しの様子などを
リアルタイムで配信し、まちのＰＲに
努めます。

多様な精華町の姿がインターネット
を通じて全国に紹介することによ
り、観光客の増加が期待できる。

１） 総合農業情報提供システム構築の
推進

農作業カレンダーや農薬・肥料情
報、地理情報システムを活用した
農地の流動化の推進など、総合的
な農業情報システムの構築を推進
します。

農業経営の支援が図れ、農地の荒
廃防止が期待できる。

２） ホームページの機能強化・充実【再
掲】（農業情報）

　ホームページに、町の農業などに
かかる計画や新たに取り組んでい
る事業に関する情報提供を行いま
す。
　また、ほかの農業関連のホーム
ページヘのリンク集を作成して、
ホームページの充実を図ります。

農業などの現状や将来の方向性
の情報を提供することにより、町の
農業施策への理解が深まる。

④ ＩＴ分野のベンチャー企業
の起業・育成の支援

100

１） 産学官連携コーディネータ相談窓
口の開設

けいはんな新産業創出・交流セン
ターと連携して『産学官連携コー
ディネータ』による相談窓口をイン
ターネット上で開設する方向で検討
します。

相談受付窓口の開設によって、大
学の知的財産と起業家や二次創
業企業、そして行政との産学官連
携の機会が増大し、起業や新産業
創出などが期待できる。

１） コミュニティサイト構築のためのホ
スティングサービス利用の支援

自治会などの地域活動団体が、町
内活動などのコミュニティサイトを
構築する場合に必要とするホスティ
ングサービス利用の支援を検討し
ます。

自治会などの地域活動団体で、自
力でサーバを持つことが困難な団
体の情報化を支援し、多くのコミュ
ニティサイトが立ち上ることにより、
コミュニティ活動の活性化が期待で
きる。

２） ホームページの機能強化・充実【再
掲】（外国語版）

　国際交流による異文化とのコミュ
ニケーションと本町在住外国人の
生活支援を充実するため、町ホー
ムページに英語をはじめとする他
国語の外国語版のホームページを
取り入れ、ユニバーサルデザイン
化を進めます。

他国語を常用語とする人に対して、
精華町の理解が進む。

１） 各種公共施設での総合行政窓口・
相談機能の強化【再掲】

身近な公共施設での総合行政窓
口業務が求められている中で、本
庁各課と各種公共施設間でイント
ラネットを利用した画像・音声のシ
ステムを用いて、住民が画面上で
本庁の職員と気軽に相談できる環
境を築き、利便性の高い窓口案内
を推進します。
　各種公共施設に設置された端末
で、本庁の担当者とテレピ会議（電
話）機能などで対話しながら、行政
サービスを受けるための手続確認
や相談、あるいは、地域の特色あ
るまちづくりを推進していくための
アドバイスなど、今後、各種公共施
設で行う業務内容を見極め、シス
テムを検討します。

・身近な公共施設で行政手続きと
相談ができることにより、住民の利
便性が向上する
・各公共施設の効率化などが図れ
る。

75

16.7

16.7

20

地域コミュニティの
情報化支援

(1

情報センター（役場）やコ
ミュニティーセンターを核
にした地域情報化推進

②

産業の情報化(2

誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり3

農業・農村における情報
化支援

③

地域における電子コミュ
ニケーション活動の支援

①

地域産業の振興に向け
た情報化支援

②
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

２） 隣保館の情報通信基盤整備 　地域住民が、求人情報・行政
サービス情報などを必要な時に容
易に人手できるよう、インターネット
に接続したパソコンの充実を図りま
す。

　求人情報・行政サービス情報など
を入手することにより、地域住民の
自主自立が促進される。

１） 地域ポータルサイトの構築 町ホームページ、企業、医療・福祉
団体、ボランティアグループなどが
持つホームページから発信される
情報を一元化するような、地域ポー
タルサイトの構築の支援と体制づく
りを進めます。

町内情報の利用の利便性が高ま
る。

２） コミュニティーセンターにおけるＩＴ
講座の推進

地域住民のパソコン操作の未経験
者などを対象に、個人のパソコン技
術に応じたカリキュラムを設定し
（主に初心者用）、日常生活などで
の活用が可能となるよう開催しま
す。

ＩＴ講座の開催により、地域住民の
情報リテラシーが向上し、情報化の
恩恵が受けられる。

３） 隣保館のＩＴ講座の推進 ＩＴ講座を地域住民のパソコン操作
の未経験者などを対象とした講座
に設定し（主に初心者用）、日常生
活や職場などでの活用が可能とな
るよう開催します。

ＩＴ講座の開催により、地域住民の
情報リテラシーが向上し、情報化の
恩恵が受けられる。

４） ＩＴサポーター（ボランティア）の育成 　技術の向上が図られた個人やグ
ループが､地域のＩＴサポーター（ボ
ランティア）として活動の展開がで
きるよう支援します。

ＩＴサポーターの育成により、地域の
中で情報リテラシー向上の仕組み
ができる。

① 町全体の情報利用環境
の整備

50

１） 地域イントラネットの構築 光ファイバー、ケーブルテレビ網、
無線などを活用して、地域イントラ
ネットの構築を図り、防災・防犯情
報システム、福祉・医療情報システ
ムなど住民の暮らしを支える情報
利用環境の整備を推進します。

本町の地域全体の情報通信基盤
が高度化することにより、いつで
も、どこでも、誰もが情報化の恩恵
を受けられる。

１） 広域ネットワークシステム 住基ネット、ＬＧＷＡＮ、京都デジタ
ル疏水ネットワークの適切な運用
を図るとともに、利用を深度化しま
す。

・他行政機関にまたがる基本情報
をネットワーク化し内部事務の効率
化を図ることができる。
・他行政機関をネットワークで連携
することにより、多様化するサービ
スに応えることができる。

２） 効率的なシステム運用とコストの見
直し

システム間の連動性を考慮したシ
ステム構築・機能充実とコストの適
正化を図ります。

・運用の効率化を図るため、導入
や更新するシステムは、データの
連動性を重視し、常に町にとって最
適なものを選択することが見込め
る。
・システムの利用状況により、パソ
コンを統合するなど既存の電算資
源を有効に活用できる。

３） 各種業務システムの再構築（住基
など）

　現在、システム構築の負担軽減
と利用者の利便性向上のための手
続きなどの標準化を図ることを目
的に、府の指導により府内市町村
の共同アウトソーシングによるシス
テムの導入について検討が進めら
れていて、本町もこれに参加し共同
利用を検討します。

・業務システムヘパッケージを適用
することにより、システムの構築や
維持費用の低減が見込める。
・必要なシステム改修を柔軟に行う
ことで、制度改正に即応する。
・共同アウトソーシングに取り組む
ことにより、システム構築の負担軽
減が図れる。

４） 庁内ＬＡＮの再構築 　庁内ＬＡＮや一人一台パソコンの
整備は、平成１３年２月に完了して
います。現在は、基幹系ネットワー
クとインターネットを切り離すことで
セキュリティを確保していますが、
インターネットのさらなる活用が不
可欠となることやプリンタのネット
ワーク化による資源の有効活用な
どの観点から、庁内ＬＡＮを見直す
必要があります。庁内ＬＡＮの再構
築を行うことで、現状の課題を解決
し、電子自治体を推進するための
基盤を整備します。

・庁内業務の効率化が図れる。
・資源の有効活用が促進される。
・セキュリティの向上が図れる。

５） 財務会計システムの更新・運用 　財務会計システムは、事務処理
のオンライン化を図るために大部
分の歳入歳出事務のシステム構築
を行い現在に至っていますが、近
年、IT化が急速に進展するととも
に、社会システムや住民ニーズな
ども大きく変化していることから、事
務の効率化・高度化を進めます。

・Ｗｅｂ版のシステムを構築すること
により、システムの運用管理の効
率化が図れる。
・住民への財務に関する情報提供
ができる。
・決裁のシステム帳票化によるより
適正かつ効率的な財務・契約執行
の実現ができる。

80

50

ユビキタス社会の
形成、デジタルデ
バイドの解消

(2

②

地域情報化支援機能の
強化

③

庁内情報通信基盤整備
の充実（ネットワークの高
度利用）
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

６） 職員認証システムの再構築 　電子自治体を推進する中で、庁
内ネットワークにおけるさらなるセ
キュリティ強化を行う必要がありま
す。データにアクセスする職員の個
人認証を厳密強化し、アクセス権
限など各種の属性の認証やログに
よる監視を行い、情報資産の漏え
いを防ぐことを推進します。

・セキュリティの強化に伴い、個人
情報などの機密性の保持がさらに
高まる。
・不正行為の抑止が期待できる。

７） 庁内の情報化体制 情報化施策を展開するにあたり、
庁内の調整と総合的な推進を行う
体制として、平成16年に精華町情
報化推進本部を設置しています。

庁内横断的な組織のため、事務の
合理化・効率化や住民サービスの
向上が図れる。

８） ＩＰ電話の導入 行政ネットワーク内での出先機関と
の通信やインターネットを利用した
遠隔地との通信を利用して音声通
信を提供するＩＰ電話の導入を検討
します。
　なお、電話回線と比較して信頼性
や安定性に改善すべき点も残され
ていることから、今後のＩＰ電話の性
能改善を評価しながら導入に向け
検討します。

　通信経費の低減が図れる。

９） 職員ＯＡ研修の実施 全庁的なネットワークによるＯＡ化
を推進し、パソコン利用による事務
の効率化等を図るＯＡ研修とイン
ターネットによる情報の集発信能力
の向上を図る研修を実施し、職員
の情報リテラシーの向上に努めま
す。

職員のパソコン操作能力の向上に
より、事務処理の効率化、迅速化
が図れる。

現在、町ホームページシステムに
関しては、行政情報の発信を主機
能として使用し、住民の問い合わ
せや意見の交流には、電子メール
を使用しています。
　今後の電子役場の推進に関して
は、電子的な意見交流の多様化を
図るため、行政相談システムや電
子掲示板、電子アンケートなどの
導入を検討します。

　町のまちづくりに対し住民から幅
広い意見を聞くことができ、協働の
まちづくりになる。

２） パブリック・コメントの運営推進 　町の基本的な事業・施策などを定
める過程で、その立案段階におけ
る考え方や内容を町ホームページ
上で公表し、住民の意見を考慮し
ながら、町の考え方などを公開する
ことに努めます。

町のまちづくりに対し住民から幅広
い意見を聞くことがで、協働のまち
づくりになる。

１） 総合情報化推進の拠点の整備 高度先端技術の体験学習やＩＴ講
習会などを支える人材の育成など
の機能を持ち、地域の情報化を総
合的に推進する拠点となる場の整
備を図ります。
　最新のコンピュータ機器の体験
や、ＣＡＴＶ・デジタル地上波ＴＶなど
のマルチメディアに対応するコー
ナーの設置を検討します。

住民の情報リテラシーが大きく向上
する。

２） ＩＴサポーター（ボランティア）の育成
【再掲】

技術の向上が図られた個人やグ
ループが､地域のＩＴサポーター（ボ
ランティア）として活動の展開がで
きるよう支援します。

ＩＴサポーターの育成により、地域の
中で情報リテラシー向上の仕組み
ができる。

３） 精華町情報教育推進委員会開催
事業【再掲】

児童生徒の情報活用能力の育成
や、「わかる授業」の実現にむけて
のコンピュータ活用に関する研究
開発・研修・情報交換を行うため、
「精華町情報教育推進委員会」開
催事業を実施します。

各校でのコンピュータの有効活用
についての情報交換を通して、より
広い視点での活用推進や情報教
育の充実が図れる。

地域住民のパソコン操作の未経験
者などを対象に、個人のパソコン技
術に応じたカリキュラムを設定し
（主に初心者用）、日常生活などで
の活用が可能となるよう開催しま
す。

ＩＴ講座の開催により、地域住民の
情報リテラシーが向上し、情報化の
恩恵が受けられる。

５） 隣保館のＩＴ講座の推進【再掲】 ＩＴ講座を地域住民のパソコン操作
の未経験者などを対象とした講座
を設定し（主に初心者用）、日常生
活や職場などでの活用が可能とな
るよう開催します。

ＩＴ講座の開催により、地域住民の
情報リテラシーが向上し、情報化の
恩恵が受けられる。

33.3

66.7

電子的意見交流システムの導入１）

コミュニティーセンターにおけるＩＴ
講座の推進【再掲】

４）

情報化による住民参加・
協働の推進

③

住民の情報リテラシーの
向上

④
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事業概要達成度(％) 事業効果基本目標 施策体系 情報化施策

１） 情報セキュリティポリシーの整備 地域,情報化を推進する中で、住民
や事業所などの個人情報や業務
の執行に必要な情報を、いかにし
て守るかが重要な課題となります。
それらの情報の取り扱いに対して、
職員一人ひとりの意識を向上させ
るとともに、個人的に判断されない
ように、組織として意志統一し、明
文化した判断基準を策定し、高い
セキュリティレベルの確保と不正ア
クセスに対する抑止効果の向上を
図る必要があります。

・重要な情報資産の把握や優先づ
けにより、適切な管理ができるよう
になる。
・職員に対するセキュリティ確保の
義務や責任訴求が可能になる。
・不正アクセスに対する抑止効果
が向上する。
・住民からの信頼性が向上する。

２） 情報セキュリティ研修の実施 平成１６年４月に策定した精華町情
報セキュリティポリシーに基づい
て、システムやネットワーク、パソコ
ンなどの適切な取り扱いを周知徹
底するため、セキュリティ研修を行
います。

職員のセキュリティ意識の向上に
より、住民の財産・プライバシーな
どの保護が図れ、住民に信頼され
る情報化が図れる。

３） 外部監査制度の導入とＩＳＭＳ認証
の取得

電子機器などの取り扱いにおいて
「精華町情報セキュリティポリシー」
に基づいて運用がなされている
か、情報セキュリティの外部監査を
実施します。
　また、情報セキュリティの国際標
準であるＩＳＭＳの認証取得も検討
します。

情報セキュリティの確保により、住
民の財産・プライバシーなどの保護
が図れ、住民に信頼される情報化
が図れる。

４） 情報化における人権教育の推進
【再掲】

人権センターが中心となって、イン
ターネット利用にかかる電子掲示
板の書き込みやインターネットメー
ルの送信に関して、インターネット
利用マナーやエチケット向上、電子
上の著作権の保護に関する情報
化の教育を進めます。

・インターネット利用上のマナーや、
エチケットが向上することにより、人
権意識の高揚が図れる。
・インターネット利用上の著作権の
保護が図れる。

１） ホームページの機能強化・充実【再
掲】

　現在のホームページシステムを
ウェブ上の情報に対するアクセス
性が高いＪＩＳ規格「ＪＩＳ　Ｘ８３４１－
３」に対応したものに改良し、ユニ
バーサルデザイン化に努めるととも
に、携帯電話などのパソコン以外
への情報提供を可能とするホーム
ページ発信の機能の強化を行いま
す。
　また、探したい情報にすぐたどり
着けるよう、掲載情報の構成の改
善にも努めます。

・情報弱者への対応が可能となる。
・ホームページが利用しやすくな
り、利用頻度が高まる。

２） 情報機器の展示・体験コーナーの
設置

　パソコンや携帯電話、ＰＤＡ、ＩＰ電
話、情報家電など、多くの住民が情
報社会の恩恵を享受し、豊かな生
活が送れるよう、民間の事業者な
どと連携し、最新の情報機器の展
示や体験ができるサービスを公共
施設などに設置することを検討しま
す。

多くの住民が情報機器を体験でき
る機会を増やすことにより、新たな
情報機器に対する理解と活用促進
が図れる。

25

62.5

個人情報、プライバシー
の保護

⑤

情報のユニバーサルデ
ザイン

⑥

アクションプラン　進捗達成度の考え方

　各施策の達成状況について情報化施策ごとに、「達成済み」、「未達成（着手中）」、「未着手」のいずれかで回答を求め
た。
　得られた回答をそれぞれ達成度１００％、５０％、０％とし、施策体系毎の平均値をその施策体系の達成度とした。
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